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「外壁非耐力壁３０分耐火構造」のアスロック５０mm 厚を、「外壁防火構

造」として使用できますか。 
 

 

 弊社見解 
 
 
 

 

平成１２年の建築基準法改定により、「防火構造」と「耐火構造」との包

含関係が明確化され、使用可能であることが明らかになりました。 
 
 

 

平成１２年の建築基準法改定により、「耐火構造」「準耐火構造」「防火

構造」「法第２３条に規定する外壁」の構造について、性能規定化が行わ

れ、それぞれに必要な性能を、非損傷性、遮熱性、遮炎性の観点から明確

にし、その技術的基準が定められました。この性能規定化による性能基準

の明確化により、上位の性能を有する構造は、下位の構造に包含されるも

のとして整理されました。 
 
「外壁防火構造」と「外壁非耐力壁３０分耐火構造」との性能基準を比較

すると、下表の通りになります。 
 

 

 性能要件 
 

 

外壁防火構造 
 

 

 外壁非耐力壁 30 分耐火構造
 

 

 

 非損傷性 
 

 

 規定無し 
 

 

 規定無し 
 

 

 

 
 遮熱性 
 
 

 

 ３０分間の加熱時間中、 

 

 性能要件を満足すること。 
 

 

 ３０分間の加熱時間中と 

 加熱後９０分間、 

 性能要件を満足すること。 
 

 

 

 
 遮炎性 
 
 

 

 
 規定無し 
 
 

 

 ３０分間の加熱時間中と 

 加熱後９０分間、 

 性能要件を満足すること。 
 

 

 

 

 参照法令 
 
 

 

建築基準法施行令 

第１０８条第二項 
 

 

 建築基準法施行令 

 第１０７条第二項、第三項 
 

 

 

 見解理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上表の通り、「外壁防火構造」と「外壁非耐力壁３０分耐火構造」の性能

基準 を比較すると、双方とも要求過熱時間は同じ３０分間ですが、性能要

件・ 評価の対象時間において「防火構造」に比べて「外壁非耐力壁３０分

耐火 構造」がより高い性能が要求されていることが分かります。 
 

以上より、「防火構造」よりも上位の性能を持つ構造と判断できる「外壁

非耐力壁３０分耐火構造」のアスロック５０mm 厚は、防火構造の外壁とし

て使用できると判断します。 
 

なお、「準耐火構造」の外壁への適用は、過熱時間の範囲と性能要件の違

いから、使用することはできません。 
 

 
 
 
 

 

 添付資料 
 
 

 

・建築基準法施行令１０７条、１０８条（抜粋） 

・建築物の防火避難規定の解説 2005（日本建築行政会議編集） 
 

担当部門 株式会社ノザワ 建設技術室 ０７８－３３３－７７００ 

 









建築基準法施行令による裏面温度（遮熱性）の評価の違い 
 
【防火性能に関する技術的基準】 
第 108 条  法第 2 条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 
二  外壁及び軒裏にあっては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による

火熱が加えられた場合に、加熱開始後 30 分間当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限

る。）の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。 
 
【耐火性能に関する技術的基準】 
第 107 条  法第 2 条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 
二  壁及び床にあっては、これらに通常の火災による火熱が 1 時間（非耐力壁である外壁

の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては、30 分間）加えられた場合に、当該加熱

面以外の面（屋内に面するものに限る。）温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれの

ある温度として国土交通大臣が定める温度（以下「可燃物燃焼温度」という。）以上に上昇

しないものであること。 . 




